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「十和田湖観光交流センター」は、観光案内のほか、生きた「十和田湖ひめます」の展示や十和田湖の発展に貢献した人々の紹介、交流室を備えた観光施設です。


是非お立ち寄りください。


 


１　施設の設置目的


この施設は、十和田湖、奥入瀬渓流などの観光に関する情報、市民との交流の場などを提供するもので、本市の魅力発信、賑わい創出など観光振興を図ることを目的としています。 


 


２　名称


十和田湖観光交流センター“ぷらっと”


 


※広報とわだなどで当施設の愛称を一般公募したところ、121件という多数の応募をいただき、決定したものです。


愛称の意味


	十和田市民や観光客が気軽に立ち寄れるような施設になってほしいとの意味。
	英語のプラットホームの意味と同様に、出発・到着の駅のホームのように、十和田湖観光の起点となることを願って命名。



 


３　開館期間


通年開館（年中無休）


 


４　開館時間


午前９時～午後５時


 


５　入館料


無料


 


６　主な展示内容


十和田湖ひめます展示、大型ジオラマ、和井内　貞行、高村　光太郎、大町　桂月の紹介など














７　交流室の貸出し


施設内の交流室については、下記のとおり一般の方へ貸出しを行います。


貸出しについては、事前に予約が必要ですので、下記「施設への連絡先」までお電話をいただいた上で、申請書を提出してくださいますようお願いします。


料金


交流室１


９時～12時：730円


13時～17時：970円


18時～21時：730円


９時～21時：2,430円


交流室２


９時～12時：450円


13時～17時：610円


18時～21時：450円


９時～21時：1,510円


備考


	暖房を使用する場合の使用料は、使用の許可を受けた区分の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とします。
	使用の時間帯の区分に定める時間以外に使用した場合の１時間当たりの使用料は、全日の区分の額を10で除して得た額とします。
	１及び２の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとします。



 


使用申請書


【様式１号】使用申請書(17KB)


 


なお、使用にあたっての変更や取消、減免申請などについても所定の様式に記載の上、提出をいただきますので、下記様式をご活用ください。


その他の様式


	使用許可後の内容を変更しようとするとき

	【様式３号】変更申請書(33KB)
	使用を取り消すとき

	【様式５号】取消届出書(32KB)
	使用料の減免を申請するとき

	【様式６号】減免申請書(17KB)
	使用料の還付を申請するとき

	【様式８号】還付申請書(34KB)
	施設、設備等を損傷、滅失したとき

	【様式10号】損傷届出書(34KB)



 


８　公衆無線LAN（Wi-Fiスポット）の使用について


当施設前にて、公衆無線LAN（Wi-Fiスポット）が無料で使用できます。


 


その他


 


詳細については、別添「十和田湖観光交流センター条例」及び同「施行規則」をご覧ください。


	十和田湖観光交流センター条例(159KB)
	十和田湖観光交流センター条例施行規則（本文）(105KB)
	十和田湖観光交流センター条例施行規則（様式）(220KB)



 


施設への連絡先・交流室のご予約・お申込


〒018‐5501　青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地


電話番号：0176-75-1531


ファクス：0176-75-1535  


 


地図


十和田湖観光交流センター地図
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この記事へのお問い合わせ


商工観光課　観光施設係
	電話：0176-51-6772
	ファクス：0176-22-9799
	メール：shokokanko@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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